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（総論） 

○ 当業界では、これまでも、国民経済的観点から、真に望ましい郵政民営化が図

られるためには、①規模の縮小、②公平な競争条件の確保、③内部管理態勢の整

備が必要である旨を主張してきたが、今回示された郵政民営化委員会（以下、「委

員会」という）の所見では、当業界の主張が十分反映されておらず、遺憾である。 

○ 所見では、その意義を「金融二社の新規業務の認可等については、（中略）金融

二社の準備期間や関係業界の金融革新に向けての経営環境見通しの確定の必要性

等を考えれば、事前に当委員会の方針を示すことによって、予見可能性を与える

ことが必要である」としているが、所見によって郵便貯金銀行の新規業務が予見

可能なものとなっているとは言い難く、所見の意義は全うされていないものと考

える。 

 

（各論） 

１．規模の縮小について 

 ○ 所見では、郵便貯金銀行の規模縮小について、「経営の健全性確保の観点から、

ビジネスモデルの革新に向けた柔軟な検討と厳格なＡＬＭの実施を求める。そ

の結果として、バランスシートの規模についても市場原理に基づき自ずと適正

化されるべきもの」としているのみであり、どの程度のスパンで、どの程度の

適正規模を想定しているのか明らかにされていない。民間金融システムへの円

滑な統合、内包する金利リスクの低減という観点からは、「自ずと適正化」で

はなく、計画的かつ実効性ある措置（預入限度額の引下げ、定額貯金の商品性

の見直し等）を講じることが必要であると考える。 
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２．公平な競争条件の確保について 

○ 所見では、「民営化の実施後も『暗黙の政府保証』が残存するというパーセプ

ションは、預金者・加入者等の誤解に基づくもの」とし、「こうしたパーセプ

ションをも払拭していくことが不可欠である」と指摘している。このパーセプ

ションを払拭することは当然であり、その具体的方策を速やかに公表し、実行

に移すことを望みたい。 

しかしながら、郵便貯金銀行は、官業として営々と築き上げてきた国民から

の信頼、全国的な営業基盤と巨大な資金力を承継する金融機関であることから、

「暗黙の政府保証」という預金者等のパーセプションは、いかに政府や委員会

等が説明しても、容易に払拭されるものではない。ましてや、政府の間接出資

が残る移行期間においては、郵政民営化法審議時の担当大臣も認めているよう

に（注）、一般の金融機関には見られない優位性があり、「暗黙の政府保証」は

実質的に払拭されず、公平な競争条件は確保されないと考える。 

（注）１．竹中平蔵著「構造改革の真実 竹中平蔵大臣日誌」より 

    「政府の出資が少しでも残れば、それが『暗黙の政府保証』となり、他の民間企業

とのイコールフッティングを著しく損なうと判断したのである。」 

２．平成17年5月26日衆議院本会議における竹中平蔵郵政民営化担当大臣(当時)の答弁 

〔政府出資に伴う優位性について〕 

「金融業務においては、信用というものが競争上決定的に重要でございますけれど

も、郵便貯金銀行、郵便保険会社につきましては、まず第一に、全株処分までは政

府出資の形で国の信用、関与が残るということ、第二に、規模が巨大であるという

こと、第三に、一般事業会社を子会社に持つ持ち株会社の傘下に置かれることが特

例的に認められていること等、一般の金融機関には見られない優位性を持っている

と考えられます。」 

 

３．内部管理態勢の整備について 

○ 所見では、「民間金融機関においては、市場規律に従ったガバナンスの確立の

ために、内部監査・コンプライアンス態勢が整備されていることが不可欠とな

っている。民営化後の金融二社がこうした民間金融機関と同等の態勢を備える

べき」と指摘しており、この点は重要な視点である。 
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郵便貯金銀行は、広範な営業拠点と膨大な人員をもって事業活動を展開する

ため、その内部管理態勢の整備には相当な時間と経営資源を要すると考えるが、

その態勢整備については、利用者保護や金融システム安定の観点から、金融庁

検査等による十分な検証はもとより、委員会自身においても、それらを踏まえ

た必要な検証を行っていただきたい。特に、新規業務については、慎重な検証

が必要と考える。 

 

４．新規業務の取扱いについて 

○ 所見では、郵便貯金銀行の株式上場について、「郵政民営化においては、（中

略）株主の目線からの市場規律を貫徹させる上で、株式上場は大きな意義を有

する」としている。株式上場は、民営化のための手段であるが、株式上場を重

視するあまり、公平な競争条件が確保されない段階で、新規業務が認められる

のは適当ではない。 

郵便貯金銀行の新規業務については、郵政民営化法（第2条：基本理念）「郵

政民営化は、（中略）同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保する

ための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与す

ることを基本として行われるものとする」を踏まえ、あくまでも公平な競争条

件の確保を前提とした上で、利用者利便の向上と経済の活性化に資する観点か

ら、その取扱いの是非を判断すべきである。仮に、公平な競争条件が確保され

ないまま、郵便貯金銀行の業務が拡大し、地域市場に参入することになれば、

過当競争を惹起しかねない。その結果として、地域の金融秩序の混乱、地域金

融機関経営への影響が懸念され、ひいては、利用者利便を損ない、地域経済に

マイナスの影響を与えることも危惧される。 

○ したがって、郵便貯金銀行の新規業務については、公平な競争条件の確保、

内部管理態勢・業務遂行能力の整備を先決として判断すべきである。少なくと

も、政府の間接出資が残り、公平な競争条件が確保されていない移行期間にお

いては、極めて慎重に審議していただきたい（注）。 
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（注）平成17年5月26日衆議院本会議における竹中平蔵郵政民営化担当大臣(当時)の答弁 

〔業務の拡大について〕 

「移行期当初は公社と同様の業務範囲からスタートをして、経営の自由度とイコー

ルフッティングのバランスをとって、一方で民業圧迫とならないように、また他方

で経営が順調にいくように、民営化委員会の意見を聴取の上、透明、公正なプロセ

スのもとで段階的に業務の拡大を図っていくというふうにしております。」 

 

５．その他 

○ 最後に、日本郵政株式会社から、具体的なビジネスプランが提示された際に

は、「民間秩序の中への融解」を図る観点から、改めて、民間金融機関等関係機

関に対し、意見を述べる機会を設けていただき、その意見を十分斟酌した上で、

調査審議を行っていただきたい。 

○ 所見では、郵便貯金銀行の新規業務に関する 4 つの準則（「定型的業務から

非定型的業務へ」、「市場価格の存在する業務から相対で価格形成を行う業務

へ」、「ＡＬＭからみた緊要性の高い業務から低い業務へ」、「コアコンピタ

ンスとの関係が強い業務から弱い業務へ」）が示されているが、これらの準則

について、それぞれの定義と活用方法等、具体例を含め、詳細に説明していた

だきたい。 

 

以    上 


